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○狩猟を活用したきめ細かな鳥獣の保護管理
○狩猟の担い手の確保
○鳥獣保護区の機能強化
○鳥獣の違法捕獲の防止

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の概要

 
　

○狩猟規制の見直し
○鳥獣保護施策の強化

本改正のねらい

生息数が著しく増加した一部の鳥獣（シカ、イ
ノシシ等)による農林業、自然植生への被害
の多発

生息数が著しく減少した鳥獣の存在

狩猟免許の区分の見直し

鳥獣保護区における保全事業の創設

改正案の概要

１．地域における鳥獣の生息状況の変化等を踏まえた狩猟規制の見直し

（２）狩猟免許の区分の見直し

（１）休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例

（３）入猟者承認制度の創設

２．鳥獣の保護施策の強化

（２）輸入鳥獣の識別措置の導入

（１）鳥獣保護区における保全事業の創設

（４）・わな猟に係る危険防止のための制度の創設
　　 ・網及びわなへの設置者の氏名等の表示義務付け


